
家具の固定無料でやります！
令和６年能登半島地震では甚大な住家被害が発

生しています。地震発生時には、家具が転倒する
ことにより「下敷きになってケガをする」、「逃
げ道をふさがれ避難が遅れてしまう」など、被害
のおそれがあります。
地震発生直後の命を守るために、まずは身近な

空間の安全確保として家具固定を実施しましょう！
岐阜市では、家具転倒防止器具の取付けを無料で実施します。

高齢者（６５歳以上）のみの世帯の属する者
要介護認定者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

対象者の寝室に設置された家具（１世帯につき２点を上限とする。）に固定器
具を取付けます。器具を取付ける家具は家電製品を除き、タンス、本棚、収納棚、
その他これらに類する床に置かれたものになります。

Ｌ型金具、ベルト式金具、金属チェーン式金具、ワイヤー式金具など
（事前調査により使用する器具を決めます）

申請書は、都市防災部、各事務所、コミュニティセンター、
地区公民館、地域包括支援センター、老人福祉センターにありま
すので、ご利用ください。また、申請書は都市防災部までご提出
下さい。下記のQRコードよりオンライン申請手続きも可能です。
（岐阜市公式ホームページ：岐阜市家具固定器具取付事業利用申請）

事業の内容

取付を行う固定器具の種類

申込みについて（申請は、5月7日から12月27日まで）



申し込み

「岐阜市家具固定器具取付事業利用申請書」に

必要事項を記入し、都市防災部へ申請します。

都市防災部から「承諾通知書」が届きます。
※対象世帯でない場合は「不承諾通知書」が届きます。

岐阜市シルバー人材センターの会員が訪問します。

（訪問日時は事前に調整します）

家屋及び家具の状態を確認し、ご相談の上
取付家具と転倒防止器具を決めます。

事前調査した転倒防止器具の準備が
出来次第、器具を取付けます。



 

様式第1号（第6条関係） 

      年  月  日 

岐阜市家具固定器具取付事業利用申請書 

（あて先）岐 阜 市 長 

 （申請者）氏名
フリガナ

              

電話番号            

 私は、次の者を代理人に選任し、本事業の申請に関する手続についての権限を委任します（代理人に

委任する場合のみ記入）。 

住  所 
〒   －     

 

ふりがな

氏  名 申請者との関係（     ） 

電話番号   

 岐阜市家具固定器具取付事業の利用を下記のとおり申請します。また、家具の固定器具（以下「固定器

具」という。）の取付けに当たり、以下の事項について同意します。 

（同意事項） 

 □ 岐阜市家具固定器具取付事業実施要綱（以下「要綱」という。）第4条第1項関係 

    本事業の対象者であることを確認するため、住民基本台帳に記載された世帯の情報及び住所、要

介護状態に関する情報、身体障害者手帳に関する情報その他この事業の利用の決定に必要な範囲

内で市が保有する申請者に関する個人情報を閲覧すること。 

 □ 要綱第4条第2項関係 

  1 自己の所有でない家屋に居住する場合において、当該家屋の所有者又は管理者（以下「所有者等」

という。）から固定器具の取付けについて承諾を得ていること。 

   ※ 裏面の同意書に家屋の所有者等の記名及び本人確認書類等の提出が必要です。 

  2 世帯を含め、本申請書を提出する日の属する年度において岐阜市家具固定器具取付事業により固

定器具を取り付けたことがないこと。 

 □ 要綱第5条関係 

  1 固定器具を取り付けた家具及び家屋について、市及び取付業務の受託者（以下「受託者」という。）

に対して損害の賠償を請求しないこと。 

  2 固定器具の取付作業の終了後に、市及び受託者に対して家具の移動又は固定器具の取外しを請求

しないこと。 

  3 災害発生時に固定器具を取り付けた家具の転倒事故等が発生した場合でも、市及び受託者に対し

て損害の賠償、補償等を請求しないこと。 

取付場所 〒   －     岐阜市  

申請者の 

氏名
フリガナ

 

 対象者の

生年月日 

大正・昭和・平成  年  月 日生 

      （    歳） 

対象要件 

□ 高齢者（65歳以上）のみの世帯      □ 療育手帳の交付を受けている者 

□ 要介護認定者              □ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け 

                     ている者 

□ 身体障害者手帳の交付を受けている者 □ その他（            ） 
 （7級を除く。） 

家具の種類

及び数量 

固定器具の取り付けることができるのは、2点までです。 

□ タンス(   点) □ 本棚(   点)  □その他（      ：   点） 

家屋の 

権利関係 

□ 持家  □ 借家  □ 間借  □ その他（               ） 

※ 持家以外の場合は、裏面の同意書に家屋の所有者等の記名等が必要です。 

建物の構造 □ 木造  □ 非木造   □ その他（               ） 



 

持家以外にお住いの方 

    年  月  日 

 

家具固定器具の取付けに係る同意書 

 

（あて先）岐 阜 市 長 

（家屋所有者・管理者）               

住所                     

氏名
フリガナ

                     

電話番号                   

 

 家具の固定器具（以下「固定器具」という。）の取付けに当たり、以下の事項につい

て同意します。 

記 

  1 固定器具を取り付ける家屋及び家具に釘及びネジを使用すること。 

 

  2 固定器具を取り付けた家具及び家屋について、市及び固定器具の取付業務の受

託者（以下「受託者」という。）に対して損害の賠償を請求しないこと。 

 

  3 固定器具の取付作業の終了後に、市及び受託者に対して家具の移動又は固定器

具の取外しを請求しないこと。 

 

  4 災害発生時等に固定器具を取り付けた家具の転倒事故等が発生した場合でも、

市及び受託者に対して損害の賠償、補償等を請求しないこと。 

 

※ 注意 

   1 上記事項について確認した上で家屋の所有者が記名してください。 

   2 家屋の管理者が上記事項に同意する権限があるときに限り、当該管理者が記

名することができます。 

   3 この同意書には、次に掲げる書類の写しの添付が必要です。 

    (1) 家屋の所有者又は管理者について証する書類 

    (2) 家屋の所有者又は管理者の本人確認書類 



 見本（申請書） 

様式第1号（第6条関係） 

△ 年 〇 月 〇 日 

岐阜市家具固定器具取付事業利用申請書 

（あて先）岐 阜 市 長 

 （申請者）氏名
フリガナ

     岐阜
ギ フ

 太郎
タ ロ ウ

       

電話番号 058-265-4141      

 私は、次の者を代理人に選任し、本事業の申請に関する手続についての権限を委任します（代理人に

委任する場合のみ記入）。 

住  所 
〒500－8812 

岐阜市美江寺2丁目9 

ふりがな

氏  名 岐阜
ぎ ふ

 花子
は な こ

                 申請者との関係（ 長女 ） 

電話番号 058-267-4763 

 岐阜市家具固定器具取付事業の利用を下記のとおり申請します。また、家具の固定器具（以下「固定器

具」という。）の取付けに当たり、以下の事項について同意します。 

（同意事項） 

 ☑ 岐阜市家具固定器具取付事業実施要綱（以下「要綱」という。）第4条第1項関係 

    本事業の対象者であることを確認するため、住民基本台帳に記載された世帯の情報及び住所、要

介護状態に関する情報、身体障害者手帳に関する情報その他この事業の利用の決定に必要な範囲

内で市が保有する申請者に関する個人情報を閲覧すること。 

 ☑ 要綱第4条第2項関係 

  1 自己の所有でない家屋に居住する場合において、当該家屋の所有者又は管理者（以下「所有者等」

という。）から固定器具の取付けについて承諾を得ていること。 

   ※ 裏面の同意書に家屋の所有者等の記名及び本人確認書類等の提出が必要です。 

  2 世帯を含め、本申請書を提出する日の属する年度において岐阜市家具固定器具取付事業により固

定器具を取り付けたことがないこと。 

 ☑ 要綱第5条関係 

  1 固定器具を取り付けた家具及び家屋について、市及び取付業務の受託者（以下「受託者」という。）

に対して損害の賠償を請求しないこと。 

  2 固定器具の取付作業の終了後に、市及び受託者に対して家具の移動又は固定器具の取外しを請求

しないこと。 

  3 災害発生時に固定器具を取り付けた家具の転倒事故等が発生した場合でも、市及び受託者に対し

て損害の賠償、補償等を請求しないこと。 

取付場所 〒500－8701 岐阜市 司町40番地1 

申請者の 

氏名
フリガナ

 

 

岐阜
ギ フ

 太郎
タ ロ ウ

 

対象者の

生年月日 

大正・昭和・平成 △ 年 〇 月 〇 日生 

      （ 〇〇 歳） 

対象要件 

☑ 高齢者（65歳以上）のみの世帯      □ 療育手帳の交付を受けている者 

□ 要介護認定者              □ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け 

                     ている者 

□ 身体障害者手帳の交付を受けている者 □ その他（            ） 
 （7級を除く。） 

家具の種類

及び数量 

固定器具の取り付けることができるのは、2点までです。 

☑ タンス( 1 点) ☑ 本棚( 1 点)  □その他（      ：    点） 

家屋の 

権利関係 

□ 持家  ☑ 借家  □ 間借  □ その他（               ） 

※ 持家以外の場合は、裏面の同意書に家屋の所有者等の記名等が必要です。 

建物の構造 ☑ 木造  □ 非木造   □ その他（               ） 



 

見本（同意書） 

持家以外にお住いの方 

△ 年 〇 月 〇 日 

 

家具固定器具の取付けに係る同意書 

 

（あて先）岐 阜 市 長 

（家屋所有者・管理者）               

住所   岐阜市神田町1丁目11番        

氏名
フリガナ

   岐阜
ギ フ

不動産
フドウサン

 株式
カブシキ

会社
ガイシャ

        

電話番号 058-267-××××          

 

 家具の固定器具（以下「固定器具」という。）の取付けに当たり、以下の事項につい

て同意します。 

記 

  1 固定器具を取り付ける家屋及び家具に釘及びネジを使用すること。 

 

  2 固定器具を取り付けた家具及び家屋について、市及び固定器具の取付業務の受

託者（以下「受託者」という。）に対して損害の賠償を請求しないこと。 

 

  3 固定器具の取付作業の終了後に、市及び受託者に対して家具の移動又は固定器

具の取外しを請求しないこと。 

 

  4 災害発生時等に固定器具を取り付けた家具の転倒事故等が発生した場合でも、

市及び受託者に対して損害の賠償、補償等を請求しないこと。 

 

※ 注意 

   1 上記事項について確認した上で家屋の所有者が記名してください。 

   2 家屋の管理者が上記事項に同意する権限があるときに限り、当該管理者が記

名することができます。 

   3 この同意書には、次に掲げる書類の写しの添付が必要です。 

    (1) 家屋の所有者又は管理者について証する書類 

    (2) 家屋の所有者又は管理者の本人確認書類 


